
二
〇
〇
九
年
、
財
務
・
会
計
の
分
野
が
大

き
な
変
革
を
迎
え
る
年
に
な
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
末
、
日
本

で
は
会
計
基
準
の
国
際
化
は
、「
収
斂
」か

ら「
統
一
」に
向
け
た
動
き
へ
と
進
ん
で
き

た
。
金
融
庁
の
企
業
会
計
審
議
会
は
す
で

に
国
際
財
務
報
告
基
準（
以
下
、I
F
R
S
）

の
導
入
に
向
け
工
程
表
案
を
ま
と
め
て
い

る
。
今
後
、
I
F
R
S
を
導
入
し
て
い
な
い
日

本
企
業
の
C
F
O
や
財
務
・
会
計
部
門
担
当

者
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
二
つ
の
大
き
な
趨
勢
に

直
面
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

I
F
R
S
適
用
の
第
一
段
階

世
界
的
な
金
融
危
機
を
背
景
と
し
た

規
制
拡
大
・
強
化

い
ず
れ
も
財
務
・
会
計
業
務
部
門
に
と
っ

て
重
圧
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の

二
つ
の
潮
流
の
さ
な
か
、
I
F
R
S
や
新
た
な

規
制
制
度
の
導
入
に
精
通
し
た
財
務
・
会

計
部
門
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
不
足
し
て
い
た

り
、
彼
ら
の
知
識
が
十
分
で
な
い
場
合
、
企

業
は
大
き
な
リ
ス
ク
要
因
を
抱
え
る
こ
と
に

な
る
。

も
ち
ろ
ん
I
F
R
S
を
採
用
し
、
目
標
が

達
成
さ
れ
た
場
合
の
投
資
家
や
企
業
の
メ

リ
ッ
ト
は
計
り
知
れ
な
い
。
投
資
家
は
世
界

中
の
企
業
業
績
や
会
計
情
報
を
容
易
に
比

較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル

に
事
業
展
開
・
資
金
調
達
を
行
う
多
国
籍

企
業
も
標
準
化
さ
れ
た
報
告
手
続
き
を
行

う
こ
と
で
時
間
や
資
金
を
節
約
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

日
本
経
団
連
も
昨
年
一
〇
月
の
意
見
書

で
、
全
世
界
の
会
計
基
準
が
統
一
さ
れ
れ

ば「
比
較
可
能
性
向
上
に
よ
っ
て
投
資
家
の

利
便
性
を
向
上
さ
せ
、
多
国
間
に
お
け
る

企
業
の
資
金
調
達
の
コ
ス
ト
を
低
減
さ
せ
る

の
み
な
ら
ず
、
企
業
経
営
の
ツ
ー
ル
の
共
通

化
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
営
の
効
率
化
に

も
資
す
る
」と
し
て
い
る（
出
典：

社
団
法
人

日
本
経
済
団
体
連
合
会
意
見
書
）。

し
か
し
、
効
率
化
が
も
た
ら
す
将
来
の

恩
恵
に
は
、
高
い
導
入
コ
ス
ト
が
伴
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
、マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
氏

は
、
米
証
券
取
引
委
員
会（
S
E
C
）に
宛
て

た
書
簡
の
中
で
、
G
A
A
P（
一
般
に
公
正

妥
当
と
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
）か
ら
I
F

R
S
へ
の
移
行
は「
単
に
国
際
財
務
報
告
基

準
の
導
入
に
と
ど
ま
ら
ず
、
企
業
経
営
の
あ

ら
ゆ
る
側
面
に
影
響
を
及
ぼ
す
グ
ロ
ー
バ
ル

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
規

制
の
枠
組
み
が
今
後
ど
う
発
展
す
る
か
は
、

か
な
り
不
透
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
き
な

改
革
が
成
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
四
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
る
二
〇

カ
国
・
地
域（
G
2
0
）の
首
脳
会
合（
金
融

サ
ミ
ッ
ト
）で
は
、
金
融
分
野
の
規
制
の
抜
本

的
な
見
直
し
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
、
そ

の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
が
、
規
制
・
監
督
の

強
化
、
お
よ
び
リ
ス
ク
に
対
す
る
理
解
を
深

め
る
べ
き
と
す
る
包
括
的
な
青
写
真
は
既

に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

規
制
の
厳
格
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
規

制
強
化
一
辺
倒
の
取
り
組
み
に
は
、
課
題

も
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
一
例

と
し
て
、
規
制
当
局
の
巨
大
化
が
挙
げ
ら

れ
る
。
現
在
は
複
数
の
機
関
に
権
限
が
分

散
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
規
制
当
局
に
強

力
な
権
限
が
与
え
ら
れ
過
ぎ
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
る
。「
巨
大
規
制
当
局
」は
、
統
制

と
自
由
市
場
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
わ
ず
、
た

く
み
に
舵
取
り
を
行
う
専
門
的
知
識
を
備

え
、
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
米
国
か
ら
吹
い
て
く
る
政
治
の

風
向
き
に
よ
る
影
響
も
考
慮
に
入
れ
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ

ー
ズ
が
破
た
ん
す
る
前
に
、
米
国
の
大
統
領

が
民
間
セ
ク
タ
ー
の
C
E
O
の
給
与
に
明
確

な
制
限
を
設
定
す
る
な
ど
、
誰
が
予
想
で

き
た
だ
ろ
う
。
も
し
、
こ
れ
が
最
初
の
一
歩

だ
と
す
れ
ば
、
今
後
新
た
な
規
制
が
ど
の

程
度
ま
で
及
ぶ
の
か
は
見
当
も
つ
か
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
確
か
な
の
は
、
I
F
R
S
の

導
入
と
規
制
強
化
へ
の
動
き
に
よ
り
、
今
後

一
層
、
財
務
・
会
計
部
門
の
担
当
者
が
担

う
役
割
は
大
き
く
な
り
、
継
続
的
に
専
門

的
な
知
識
の
研
鑽
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
。

二 一

デイビッド・プライス
ロバート・ハーフ・ジャパン
マネージング・ディレクター

国際財務報告基準への対応と
増大化が予想される
財務・会計専門家の役割
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